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明治新政府「刑法事務」の組織改革案

慶臆 3(1866）年12月の王政復古大号令によ

り、新政府において律令太政官制を基礎とした国

家体制の構築が段階的に進展を見せることにな

る。翌4年正月に定められた三職七科（ 2月に八

局に改組）制に基づき新政府政務分課のーっとし

て設置された刑法事務科（のち事務局）は「監察

弾事し捕亡断獄諸刑律」をその長官の職掌とする

が、当時京都を中心とした畿内を一応の管轄とす

るにとどまっていた。問機関の具体的活動実態を

示す記録は極めて乏しく、治安維持の諸法令を発

していることが数件確認できるのみである。

ここに紹介する「訟獄取扱之議」は、慶聴4年

2月に「刑法事務」名義で岩倉具視に提出された

とみられる自部局についての改革案である。同史

料は冒頭で現行の刑法事務組織の繁砕きを指摘

し、これを改善すべく問罪街門としての「刑部』

と「刑部獄」としての「朝獄」とを組織上分離

し、「朝獄」の下部機構として「郡獄」・「市獄」

の設置を提言する。また、「刑部」を貞永式目に倣

い問注所と名付けつつも、官員の配置や職務内容

は概ね旧来の奉行や目付、与カ同心、目明等を踏

襲し、一部にこれら旧役人の採用を提言している。

こうした旧制の実質的温存が散見される一方で

注目すべきは、「推官」という明、清朝にみえる

事案の下調べを担当する官員（滋賀秀三『滑代中国

の法と裁判』（創文社・ 1984)13頁参照）の設置に言

及している点である。また「朝獄」以下の獄務に

ついても、旧制上は「手切（手限）」すなわち各
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領内においてある程度自律的に死罪までを課すこ

とが認められていたのに対し、本史料では答罪以

上に相当する事案は「郡獄」・「市獄」から「刑法

事務（刑部のことか）」へ罪集を廻して審理を行わ

せること、笛に至らない軽罪については各領内の

「郡獄」・「市獄」において、さらに「天下之一大

重獄」に相当する案件については「朝獄Jにて処理

すべきものとしている。こうした、罪の内容によ

って上級の獄に進められるという手続形式にも、

明清の審理体系との一定の類似性を看取しうる。

ここにおいて想起されるのは、当時刑法事務

科・局で着手されていた「仮刑律」の編纂であ

る。かつて手塚豊博士は、肥後藩出身の官員の存

在や律条文における同藩「御刑法草書」の内容・

構成との比較検討等を以て、「仮刑律」が刑法事

務科・局において編纂されたと推定されるととも

に、同藩の明清律研究とそれらが「御刑法草書」

へ与えた影響の意義について綾述された（「仮刑律

の一考察」（法学研究・ 23(12）・ 1950））。刑法事務

科・局の官員は、法典だけでなくこれを運用する

法制についても、明清律研究の成果を積極的に反

映させようとしていたとみられるのである。

本史料は、「天下一統獄務ノ基本」の形成の必

要を強調して締め括られている。刑法事務科・局

は徳川政権瓦解に伴う秩序の混乱に対する治安維

持の必要から京の市中取締に勤しむ一方、これに

とどまらず「刑法」に関わる組織としての立場か

ら王政復古の集権的統治を見据え、具体的な活動

に向けた改組を志向していたのである。
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